
書式第 8号 (法第 10条 。第 25条関係)

設立・定款変更用

令和 8年度 事 業 計 画 書

特定非営利活動法人NIZ:
1 事業実施の方針
広く社会の人々に対して、手話の普及を行い、手話が学べ交流できるコミュニティを創ることでろ

う者、難聴者、聴者がともに共生できる社会を実現し、もって社会福祉及び社会教育の増進に寄与する

こと、並びに手話は聴党障がい者だけのコミュニケーションツールではなく、聴者同士でも手話で会話

し合える人間性豊かな社会の発展に寄与することを目的とする。

2 事業の実施に関する事項
(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用【 1,240】 千円 )
定訳に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受盃
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千円)

手話サークル
虹 (手話を学ベ

交流できる場)
の運営事業

ろう者 (聴党に障害のある
方)と聴者 (聞 こえる方)
が手話を通して交流し、手
話を学んだり、聴党障害に
関する問題を話し合ったり
する場として手話サークル
虹を運営。

1月 か ら

12月 ま

で各月 2

回

都内公共
施設及び
会議室

5人

手話に興
味のある
方。聞こ
えない方
と交流 し
たい方。

800人 200

聴覚障がい当
事者に よる講
演会及び勉強
会の開催事業

障がいや多様性についての
理解を深めることを目的と
し、障がい者の生活体験や
コミュニケーション方法
(手話、筆談など)につい
て、具体的な事例を交えな
がら講演等を行う。

年 10回

都内公共
施設及び
会議室

5人 一般市民 600人 400

手話関連イベ
ン トヘのボラ
ンテイアスタ
ッフの派遣事
業

手話が音声言語と対等な言
語であることの理解を深
め、手話の普及を促進する
ためのイベント等に手話通
訳者等を派遣する。
※イベント主体は主に足立
区

年 5回

東京都近
郊地域及
び都内公
共施設

1人 一般市民 50人 100

地域・団体・飲
食店 と連携 し
た手話関連イ
ベ ン トの開催
及び運営事業

地域 。団体 (当法人を含む
手話サークル)・飲食店と連
携し、手話が音声言語と対
等な言語であることの理解
を深め、手話の普及を促進
するためのイベン ト等の企
画運営を行う。
※連携する飲食店内でビギ
ナー向けの lDAY手話教室
を開催。
※地域・団体はイベント主
体として、又飲食店につい
ては lDAY手話教室の場所
提供等により連携。

年 5回

東京都近
郊地域及
び都内公
共施設

5人 一般市民 500人 500



学校・企業への
手話学習及び
研修会の実施
事業

手話の学習会を実施する都
内の小中学校及び企業等
に、ろう者を講師として派
遣し、手話の学習を行 う。
※手話を用いた簡単な挨拶
や自己紹介程度の習得を目
指す

年 3回

都内近郊
小中学校
及び都内
近郊企業

1人

手話に関心
の あ る 企

業・団体、
教 育 関 係

者、及び小

中学校」L
手話が使え

る人材を育
て た い 企

業、団体

150人 10

イ ンターネ ッ
ト等のオンラ
イ ンを利用 し
た全国の手話
学習者のネ ッ
トワー クの構
築事業

インターネット等のオンラ
インを利用し、手話及び手
話通訳の学習をしている方
向けに団体 (当法人を含む
手話サークル)と の情報交
換及びネットワークの構築
を行う。
※掲示板のようなもので訪
問者が自由に手話の具体的
な内容について専門家に質
問やイベント情報等の投稿
ができる

随時

法人事務
醜
オンライ
ン

5人

手話の学
習をして
いる方・
手話通訳
の学習を
している
方

300人 30

企業・団体と連
携 した聴覚障
がい者 をサポ
ー トす る機器
及びサー ビス
の支援事業

企業・団体と連携し、聴党
障がい者に対する ICT
(情報通信技術)機器等の
紹介や貸出、利用に係る相
談等を行う。
※音声読み上げアプリ等が
インストールされているタ
プレットの貸し出し

次年度 よ

り実施予

定



書式第 8号 (法第 10条 。第25条関係)

設立・定款変更用

令和 9年度 事 業 計 画 書

特定非営利活動法人NIZI
l 事業実施の方針
初年度と同様に、広く社会の人々に対して、手話の普及を行い、手話が学べ交流できるコミュニティ

を創ることでろう者、難聴者、聴者がともに共生できる社会を実現し、もって社会福祉及び社会教育の

増進に寄与すること、並びに手話は聴覚障がい者だけのコミュニケーションツールではなく、聴者同士

でも手話で会話し合える人間性豊かな社会の発展に寄与し、今年度から企業・団体と連携した聴覚障が

い者をサポー トする機器及びサービスの支援事業にも取り組むことで、発展段階として成果を出してい

く。

2 事業の実施に関する事項
(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用【 1,328】 千円 )

定歌に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千円)

手話サー クル
虹 (手話を学ベ

交流できる場)
の運営事業

ろう者 (聴覚に障害のある
方)と聴者 (聞 こえる方)
が手話を通して交流し、手
話を学んだり、聴党障害に
関する問題を話し合ったり
する場として手話サークル
虹を運営。

1月 か ら

12月 ま

で各月 2

回

都内公共
施設及び
会議室

5人

手話に興
味のある
方。聞こ
えない方
と交流 し
たい方。

850人 210

聴覚障がい当
事者による講
演会及び勉強
会の開催事業

障がいや多様性についての
理解を深めることを目的と
し、障がい者の生活体験や
コミュニケーシ ョン方法
(手話、筆談など)につい
て、具体的な事例を交えな
がら講演等を行う。

年 10回

都内公共
施設及び
会議室

5人 一般市民 650人 420

手話関連イベ
ン トヘのポラ
ンテ ィアスタ
ッフの派遣事
業

手話が音声言語と対等な言
語であることの理解 を深
め、手話の普及を促進する
ためのイベン ト等に手話通
訳者等を派遣する。
※イベント主体は主に足立
区

年 5同

東京都近
郊地域及
び都内公
共施設

1人 一般市民 55人 105

地域・団体・飲
食店 と連携 し
た手話関連イ
ベ ン トの開催
及び運営事業

地域・団体 (当法人を含む
手話サークル)。飲食店と連
携し、手話が音声言語と対
等な言語であることの理解
を深め、手話の普及を促進
するためのイベント等の企
画運営を行う。
※連携する飲食店内でビギ
ナー向けの lDAY手話教室
を開催。
※地域・団体はイベント主
体として、又飲食店につい
ては lDAY手話教室の場所
提供等により連携。

年 5回

東京都近
郊地域及
び都内公
共施設

5人 一般市民 600人 525



学校・企業への
手話学習及び
研修会の実施
事業

手話の学習会を実施する都
内の小中学校及び企業等
に、ろう者を講師として派
遣し、手話の学習を行 う。
※手話を用いた簡単な挨拶
や自己紹介程度の習得を目
指す

年 3回

都内近郊
小中学校
及び都内
近郊企業

1人

手話に関心
の あ る 企

業・団体、
教 育 関 係

者、及び小

中学校生
手話が使え

る人材を育
て た い 企

業、団体

150人 11

イ ンターネ ッ
ト等のオンラ
イ ンを利用 し
た全国の手話
学習者のネ ッ
トワー クの構
築事業

インターネット等のオンラ
インを利用し、手話及び手
話通訳の学習をしている方
向けに団体 (当法人を含む
手話サークル)と の情報交
換及びネットワークの構築
を行う。
※掲示板のようなもので訪
問者が自由に手話の具体的
な内容について専門家に質
問やイベント情報等の投稿
ができる

随時

法人事務
疏
オンライ
ン

5人

手話の学
習をして
いる方・
手話通訳
の学習を
している
方

500人 32

企業・団体と連
携 した聴党障
がい者 をサポ
ー トす る機器
及びサー ビス
の支援事業

企業・団体と連携し、聴党
障がい者に対する ICT
(情報通信技術)機器等の
紹介や貸出、利用に係る相
談等を行う。
※音声読み上げアプリ等が
インストールされているタ
プレットの貸し出し

随時

法人事務
所

5人 聴覚障が
い者
50人 25



書式第 9号 (法第 10条・第25条関係 )

令和 8年度 活動予算書
特定非営利活動法人NIZI

正会員受取会費
賛助会員受取会費

250,000
(

受取寄附金
施設等受入評価益

受取補助金

手話サークル虹 (手話を学べ交流できる場)の運営事業収益
聴覚障がい当事者による講演会及び勉強会の開催事業収益
手話関連イベン トヘのポランティアスタッフの派遣事業収益
地域・団体・飲食店と連携した手話関連イベントの開催及び運営事業収益
学校・企業への手話学習及び研修会の実施事業収益
インターネット等のオンラインを利用した0日の手話,調者のネットワークの構築事業収●
企業・団体と連携した時党障がい者をサポートする機器及びサービスの支援事業収益

420,000
875,000
100,000
345,000
100,000
50,000
0

の の

受取利息

A

(1

B
1

1

2

2

役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費

3,000

2,000
30,000
5,000
0

給料手当

福利厚生費

消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
旅費交通費

会議費
旅費交通費
印刷製本費
通信運搬費
消耗品費
賃借料
地代家賃

額 A B

過年度損益修正益

C

災害損失

当 期 経 常 タ C D

I:
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書式第 9号 (法第 10条・第 25条関係 )

令和 9年度 活動予算書
特定非営利活動法人NIZ:

正会員受取会費
賛助会員受取会費

受取寄附金
施設等受入評価益

受取補助金

手話サークル虹 (手話を学べ交流できる場)の運営事業収益
聴覚障がい当事者による講演会及び勉強会の開催事業収益
手話関連イベントヘのボランティアスタッフの派遣事業収益
地域・団体・飲食店と連携した手話関連イベントの開催及び運営事業収益
学校・企業への手話学習及び研修会の実施事業収益
インターネット等のオンラインを利用 した全国の手話争音をのネッ トワークの構築事業収4
企来・ 11体 と連携 した聴党障がいイをサポー トす る機器及びサー ビスの 支援事業収益

受取利息

の

(1
給料手当
福利厚生費

旅費交通費

印刷製本費
通信運搬費
消耗品費
賃借料
地代家賃

572,200
388,200
68,200
36,700
267,700
O

O

(2)その
会議費

役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費

(1

消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
旅費交通費

2

B

011

過年度損益修正益

災害損失

人 民

正 000
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